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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路キャリア層の製造方法であって、
ａ）　２面のうち少なくとも一方が導電性表面を有する２面を有する補助基板をもたらす
ステップと；
ｂ）　前記少なくとも１つの導電性表面の少なくとも一方を、少なくとも１つの剥離層形
成用化合物で処理するステップであって、前記少なくとも１つの剥離層形成用化合物が、
各々少なくとも１つのチオール基を有するトリアゾール化合物を含む群から選択されるス
テップと；
ｃ）　前記少なくとも１つの剥離層形成用化合物で処理された前記少なくとも１つの導電
性表面の少なくとも１つの上にパターン化レジストコーティングを形成するステップであ
って、前記パターン化レジストコーティングが少なくとも１つのレジスト開口部を有し、
これによって前記導電性表面を露出させているステップと；
ｄ）　露出された導電性表面上に金属を電着させることにより前記少なくとも１つのレジ
スト開口部内に導電性パターンを形成するステップと；
ｅ）　前記補助基板のそれぞれの面上にそれぞれの誘電性材料層を形成することによって
、各々の導電性パターンを誘電性材料内に包埋するステップと；
ｆ）　前記それぞれの包埋された導電性パターンを含む誘電性材料層と前記補助基板とを
互いに分離させるステップと、
を含む方法。
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【請求項２】
　前記補助基板が可撓性基板である、請求項１に記載の回路キャリア層の製造方法。
【請求項３】
　前記補助基板が、その片面に銅箔を有する可撓性基板である、請求項１または２に記載
の回路キャリア層の製造方法。
【請求項４】
　前記パターン化レジストコーティングが、フォトレジストコーティングを被着させ、前
記フォトレジストコーティングを露光し、前記フォトレジストコーティングを現像するこ
とによって形成される、請求項１～３のいずれか一項に記載の回路キャリア層の製造方法
。
【請求項５】
　前記パターン化レジストコーティングが、ステップｄ）とステップｅ）の間で除去され
る、請求項１～４のいずれか一項に記載の回路キャリア層の製造方法。
【請求項６】
　それぞれの包埋された導電性パターンを伴う各誘電性材料層とキャリア基板を互いに分
離させる前記ステップが、前記それぞれの包埋された導電性パターンを伴う誘電性材料層
から前記補助基板を機械的に剥ぎ取るステップを含む、請求項１～５のいずれか一項に記
載の回路キャリア層の製造方法。
【請求項７】
　少なくとも１つのチオール基を有するトリアゾール化合物の少なくとも１つが
【化１】

という構造式ＩＡおよびＩＢを有する化合物を含む群から選択されており、式中、Ｒ１お
よびＲ２は、Ｈ、ＳＲ４、ＯＲ４、ＮＲ５Ｒ６およびＣ１－Ｃ４アルキルを含む群から独
立して選択されており；Ｒ３はＨまたはＣ１－Ｃ３アルキルであり；Ｒ４はＨ、Ｌｉ、Ｎ
ａ、ＫおよびＮＨ４を含む群から選択されており；Ｒ５およびＲ６はＨ、ＣＨ３およびＣ

２Ｈ５を含む群から独立して選択されており；ただしＲ１とＲ２は少なくとも一方がＳＲ
４であり、Ｒ４がＨ、Ｌｉ、Ｎａ、ＫおよびＮＨ４であることを条件とする、請求項１～
６のいずれか一項に記載の回路キャリア層の製造方法。
【請求項８】
　回路キャリア層の製造方法であって、
ａ） ２面のうち少なくとも一方が導電性表面を有する２面を有する補助基板をもたらす
ステップと；
ｂ） 前記少なくとも１つの導電性表面の少なくとも一方を、少なくとも１つの剥離層形
成用化合物で処理するステップであって、前記少なくとも１つの剥離層形成用化合物が、
１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－３－チオール、３－アミノ－１，２，４－トリアゾー
ル－５－チオールおよび２－メルカプトベンズイミダゾールから選択されるステップと；
ｃ） 前記少なくとも１つの剥離層形成用化合物で処理された前記少なくとも１つの導電
性表面の少なくとも１つの上にパターン化レジストコーティングを形成するステップであ
って、前記パターン化レジストコーティングが少なくとも１つのレジスト開口部を有し、
これによって前記導電性表面を露出させているステップと；
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ｄ） 露出された導電性表面上に金属を電着させることにより前記少なくとも１つのレジ
スト開口部内に導電性パターンを形成するステップと；
ｅ） 前記補助基板のそれぞれの面上にそれぞれの誘電性材料層を形成することによって
、各々の導電性パターンを誘電性材料内に包埋するステップと；
ｆ） 前記それぞれの包埋された導電性パターンを含む誘電性材料層と前記補助基板とを
互いに分離させるステップと、
を含む方法。
【請求項９】
　少なくとも２つの回路キャリア層をさらに接合させることにより回路キャリアを製造す
るための、請求項１～８のいずれか一項に記載の回路キャリア層の製造方法の使用法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路キャリア層の製造方法および回路キャリアを製造するためのその使用に
関する。このような方法は、複雑な電子製品において必要とされる導体ラインおよびパッ
ドパターンの非常に微細なライン幾何形状を生産する上で使用される。
【背景技術】
【０００２】
　プリント回路板上またはその他の回路キャリア上の回路の小型化が進むにつれて、新し
い生産技術が出現している。標準的な減法技術は、ベース銅のエッチング不足によってラ
イン解像度が制限されることから、超微細なライン幾何形状を生産することができない。
減法プロセスの代わりに、現在使用されている半加法プロセスは、ａ）直接誘導体上にま
たは超薄銅フイルム上に薄い無電解銅層を被着させるステップ；ｂ）ドライフイルムの適
用ステップ；ｃ）パターンメッキステップ；ｄ）ドライフイルムのストリッピングステッ
プおよびｄ）無電解銅層（そして該当する場合には任意の下層銅フイルム）の示差的エッ
チングステップを含む。
【０００３】
　ＨＤＩ導体構造（ＨＤＩ＝High Density Interconnect；最大でも１００μｍのライン
幅および最大でも１００μｍのトレース間間隔を有する回路トレースを含む導体構造）を
達成するためには、回路板の表面に、初期超薄銅層が適用される。これまで業界において
使用されてきたＨＤＩ導体構造は、９５％超のレベルまで、回路板の表面上に置かれた離
散的回路によって作られている。異なる回路平面内の構造は、機械的に穿孔されたスルー
ホールによってまたはレーザーで穿孔されたマイクロビアにより電気的に接続されている
。
【０００４】
　超微細導体ラインのサイズが縮小されるにつれて、誘電体に対するラインの接触面積は
非常に小さくなるため、誘電体に対するラインの接着はもはや充分に満足のいくものでは
なくなっている。
【０００５】
　この接着の問題を克服するための１つの代替的アプローチは、回路ラインを誘電体内に
包埋することにある。
【０００６】
　特許文献１は、好ましくは例えばキャリアフレームに付着されている誘電体内に、エキ
シマレーザーを使用するレーザーアブレーションを用いて最初にトレンチおよびスルーホ
ールを形成することによってプリント回路板を製造する方法を開示している。その後、誘
電体に接地層が具備され、この層は次に、トレンチおよびスルーホールの部位を除いて再
び除去される。残留する接地層はここで、トレンチおよびホール内において直ちにまたは
光活性化後のいずれかの時点で回路トレースおよびスルーメッキホールなどの導体構造を
形成するために金属メッキされ、こうしてトレンチ内に形成された導体ラインは誘電体内
に包埋される。ここで記述されている別の可能性は、接地層の選択的処置を省き、その表
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面全体の上に直接金属を被着させることにある。こうしてスルーホールには同様に金属が
完全に充填されてよい。この場合、充填されたトレンチおよびスルーホールが誘電体と同
一平面に形成されているようにしながら、次に金属を誘電体に至るまでエッチングバック
する。
【０００７】
　特許文献２は、別のプリント回路板の製造方法を開示している。この文献は、費用がか
かり多くの場合一定品質では入手できないものと評価されている基板の多重層そして多層
積層材料を必要とする類似の先行技術のプロセスからの転換を図るものである。まず第１
に、特許文献１でも示されているように好ましくはエキシマレーザーを使用するレーザー
アブレーションを用いて、キャリア基板内にさまざまなリセスが作られる。次に、さらな
るレーザーアブレーションを用いて、スルーホールが形成される。その後、導電性材料が
実質的に基板の表面全体の上に被着され、前記導電性材料は次に、この材料がスルーホー
ルの壁上にも被着されている状態で、好ましくはメッキにより補強される。最後のステッ
プでは、被着された導電性材料は、リセスおよびスルーホール内を除いて、機械的研磨に
より除去される。
【０００８】
　導体ラインの包埋は、回路構成が底面フットプリント上の誘電性材料ならびに２つの側
壁に対して接触させられるという利点をもたらす。したがって、導体ラインは、その３つ
の側面において誘電体に対し直接接触した状態にあり、こうしてその無欠性が安定化され
ている。
【０００９】
　このような方法は、例えば特許文献３中で開示されている。この文献は、高密度プリン
ト回路板を製造する方法を開示している。この方法には、ベース基板として使用される剛
性基板またはキャリアフイルム上に可剥性の接着剤層をもたらすステップと、メッキ、積
層またはスパッタリングを用いて接着剤層上に金属箔を形成するステップと、パターンメ
ッキを用いてシード層として役立つ金属箔上に高密度回路を形成し、回路パターン上に絶
縁層を積層し、剛性基板またはキャリアフイルムをストリッピングでそしてシード層をフ
ラッシュエッチングで除去するステップが含まれている。
【００１０】
　特許文献４は、まず第１に、間に間在させた不動態フイルムを介して積層される第１の
金属層と第２の金属層を有する金属転移シートを生産するステップ；第２に金属転移シー
トを剥ぎ取り第２の金属層を不動態フイルムを介して第１の金属層から剥離することを含
む、金属転移シートの第２の金属層をセラミックグリーンシートへ転移するステップと、
第３に第２の金属層が転移されたセラミックグリーンシートを積層するステップと、第４
に、積層されたセラミックグリーンシートを焼成するステップとによって、信頼性の高い
コンパクトな薄層セラミックコンデンサを生産する方法を開示している。
【００１１】
　別の方法が、特許文献５で開示されている。この文献は、微細ライン高密度多層プリン
ト回路板パッケージを提供するための方法を開示している。その生産のためには、剛性金
属または金属化平板基板がまず提供される。次に、銅のフラッシュがこの基板上に電気メ
ッキされる。この銅フラッシュは、プリント回路板の形成が完了した後、基板からプリン
ト回路構成を分離するための剥離材料として役立つ。回路構成を生成するためには、感光
性レジスト材料の層が銅フラッシュ表面に適用され、露光され、現像される。その後、基
板は銅でメッキされる。メッキが完了した後、レジストは銅フラッシュ表面からストリッ
ピングされる。その後、絶縁材料の層が、銅フラッシュを完全に被覆する銅フラッシュ層
および隆起した導電性回路パターンに対し積層される。最終的に、絶縁体材料は基板の表
面から手作業で分離され、銅フラッシュ層は従来のエッチング技術を用いて除去される。
【００１２】
　別の方法が特許文献６中で開示されている。この文献は、表面が導電性である補助基板
上に分離層を形成するステップと、分離層上にパターン化レジスト層を形成するステップ
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と、レジスト層のパターン内に形成された開口部内で分離層上に導電性パターンを電着さ
せるステップと、導電性パターンを電気的絶縁材料に包埋し付着させるステップと、層構
造の残りの部分から機械的に補助基板を除去するステップによる、導電性パターンの生産
方法に関するものである。補助基板は、金属例えばステンレス鋼またはフイルム様条片ま
たは銅コーティングされたプラスチックフイルムで作られていてよい。分離層は、剥離層
そして任意には中間層で形成されていてよい。剥離層は、金属または有機物質例えばカル
ボキシベンゾトリアゾールで形成されていてよい。中間層は銅で作られていてよい。導電
性パターンの電着後、これを公知の技術で粗化して、絶縁用回路板材料に対するより優れ
た接着を提供してもよい。電着が完了した後、レジスト層を除去してもしなくてもよい。
電気的絶縁材料は、硬化性エポキシ、熱可塑性または使い捨てプラスチックであってよい
。補助基板の機械的除去は、剥離層が適正に生産されている場合容易に実施され得る。絶
縁回路板材料に付着した剥離層の残りは全てエッチングにより除去可能である。
【００１３】
　剥離層を形成するためのその他の物質は、特許文献７の中で開示されている。この文献
は、複合銅箔およびその調製方法に関する。複合箔は、金属キャリア層と超薄銅箔の間に
有機剥離層を含む。それは、取扱いおよび積層中のキャリアと超薄銅箔の分離を防止する
のに適切であるものの、提供される均一な結合強度は銅／基板結合の引き剥がし強さより
も著しく低く、そのため複合箔の積層後キャリアを容易に除去することができるようにな
っている。超薄銅箔は、電着を用いて有機剥離層上に生成される。有機剥離層は例えば、
窒素含有化合物または硫黄含有化合物である。窒素含有化合物の部類には、例えばカルボ
キシベンゾトリアゾール、Ｎ，Ｎ’－ビス（ベンゾチアゾリルメチル）ウレアまたは３－
アミノ－１Ｈ－１，２，４－トリアゾールが含まれる。硫黄含有化合物の部類には、例え
ばメルカプトベンゾチアゾール、チオシアヌル酸および２－ベンズイミダゾールチオール
が含まれる。
【００１４】
　表面上に銅パターンを生産するために鋼板が使用される場合、これらのパネルの入念な
調製が必要とされる。さらに、第１の（シード）銅層の均等なメッキを密に監視しなけれ
ばならない。剥離層として使用されるフラッシュ銅はエッチングにより除去しなければな
らないことから、その結果として、追加のプロセスステップ、形成された回路構成を損傷
する危険性、銅含有廃水の増大および均一なエッチングが必要であるために求められる均
一な銅結晶形成を含めた複数の追加の欠点がもたらされる。後者については、形成中のデ
バイスのアニーリングが必要である。
【００１５】
　さらに、これらのプロセスシーケンスの難しさは、フラッシュ銅フイルムを除去するこ
となくフラッシュ銅フイルムに対するドライフイルムの付着力を改善することが必要であ
るという点にある。したがって、包埋された回路構成に損傷を与えることがないようにし
ながら、フラッシュ銅をフラッシュエッチングすることは非常に困難であるかもしれない
。従来、ドライフイルムの接着は、銅表面を機械的または化学的に粗化することによって
改善されている。フラッシュ銅を粗化するためにエッチング溶液を利用すると、単一スポ
ットにおいたフラッシュ銅を貫通したエッチングの危険性が増す。さらに、粗化された表
面のトポグラフィは、メッキされた回路構成にも転移し、高周波利用分野については信号
の無欠性の喪失が引き起こされる。このような理由から、上述の問題を防ぐために補助基
板上に比較的厚い銅箔を形成させなければならない。しかしながらここでもまた、これに
はさらに大量の化学物質が必要となり、さらに大量の銅廃水がもたらされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】独国特許出願公開第１９６２００９５Ａ１号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開第０６７７９８５Ａ１号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００６／００１６５５３Ａ１号明細書
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【特許文献４】米国特許出願公開第２００３／０２１９６０８Ａ１号明細書
【特許文献５】米国特許第４，６０６，７８７Ａ号明細書
【特許文献６】国際公開第２００６／０６７２８０Ａ号パンフレット
【特許文献７】欧州特許出願公開第０９３０８１１Ａ１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　したがって、本発明の目的は、誘電体基板上に高密度回路を生産する方法において、前
記回路の導体ラインが誘電体基板表面に対する優れた接着を有する方法を提供することに
ある。
【００１８】
　本発明の別の目的は、誘電体基板上に高密度回路を生産する方法において、回路が高周
波利用分野でこれに関連して信号の無欠性を喪失しない方法を提供することにある。
【００１９】
　本発明のさらに別の目的は、誘電体基板上に高密度回路を生産する方法において、導体
パターンがパターン化レジストコーティングを用いて生産され、前記レジストコーティン
グの接着が充分に高く誘電体基板上に高密度回路の形成を完了させるために使用されるあ
らゆる処理ステップにおいて損なわれることのない方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　これらの目的およびさらなる目的は、少なくとも２つの回路キャリア層を接合させるこ
と、好ましくは１つの回路キャリア層を別の回路キャリア層の上に積重ね、それらを例え
ば積層などによって相互にしっかりと互いに付着させることによる回路キャリア層の製造
方法、および回路キャリア、例えばプリント回路板を製造するための前記方法の使用によ
って達成される。
【００２１】
　本発明は、以下の方法ステップを含む；
ａ）　２面を有する補助基板をもたらすステップであって、前記面の少なくとも一方が導
電性表面、好ましくは銅表面を有するステップと；
　　少なくとも１つの導電性表面の少なくとも一方を、少なくとも１つの剥離層形成用化
合物で処理するステップであって、前記剥離層形成用化合物が、少なくとも１つのチオー
ル基を有するトリアゾール化合物と２－メルカプトベンズイミダゾール（以下の記載にお
いて、「複素環式化合物」は、「トリアゾール化合物と２－メルカプトベンズイミダゾー
ル」と読み替えるものとする）を含む群から選択されるステップと；
ｂ）　少なくとも１つの剥離層形成用化合物で処理された少なくとも１つの導電性表面の
少なくとも１つの上にパターン化レジストコーティングを形成するステップであって、パ
ターン化レジストコーティングが少なくとも１つのレジスト開口部を有し、こうして導電
性表面を露出させているステップと；
ｃ）　露出された導電性表面上に金属を電着させることにより少なくとも１つのレジスト
開口部内に導電性パターンを形成するステップと；
ｄ）　補助基板のそれぞれの面にそれぞれの誘電性材料層を形成することによって、各々
の導電性パターンを誘電性材料内に包埋するステップと；
ｅ）　それぞれの包埋された導電性パターンを含む誘電性材料層と前記補助基板とを互い
に分離させるステップ。
【００２２】
　剥離層形成用化合物は、好ましくは非エッチング性非レジスト接着促進剤である。
【００２３】
　本発明の方法を使用すると、超微細ライン導体構造が具備されている回路キャリアを生
産する上で適切な回路キャリア層が提供される。回路キャリアのベース基板の誘電性材料
内に導体構造を包埋することで、最も微細な導体構造を高い信頼性で確実に生産すること
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ができる。さらに、誘電性ベース材料および包埋された導電性パターンから補助基板を機
械的に除去することで、このような回路キャリア層を容易かつ高い費用効果性で生産する
ことが可能となる。まず最初に補助基板上に導電性パターンを生成し次にこれを誘電性材
料内に包埋するステップを含む本発明の方法はさらに、包埋された回路パターンが誘電性
材料内に形成されたリセス中に直接形成される場合に、ＣＭＰ（化学的機械的研磨）など
の従来のプロセスに起因する欠点を回避する、という結果をもたらす。
【００２４】
　本発明の方法を使用することで、利用された銅に対するドライフイルムの接着は改善さ
れるが、補助基板の導電性表面のトポグラフィは変わらない。すなわち導電性表面が粗化
される代わりに実質的に平滑に保たれる。その結果、平坦な導電性表面が達成され、した
がって高周波信号の無欠性喪失は、最新技術の方法に比べても低い。これまでは、ベース
表面が粗化された場合または調製時点で粗である場合にのみ優れた接着力が観察され得る
との仮定がなされてきたにもかかわらず、本発明の条件の下でさえ、導電性表面に対する
ポリマー被着物のすぐれた接着力が達成されるかもしれない。表面とポリマー被着物の間
の強力な結合は前記表面の比表面積の拡大のみに起因していると考えられてきたことから
、この結果は意外である。
【００２５】
　優れた接着力は、銅の表面上に積層され露光され現像されたフォトイメージャブルフォ
トレジスト内の最も微細なラインパターンの一貫性を目視すること、そして追加的にこの
ような加工済のフォトイメージャブルフォトレジスト層においてテープ試験を用いて接着
力を試験することによって証明された。一貫性および接着力は優秀であることが証明され
た。しかもこれは、導電性表面が本発明の前処理方法により実質的な影響を受けていない
、すなわち前記表面が剥離層形成用化合物で処理された場合に際立った粗化が一切発生し
ていないという事実にもかかわらずである。したがって、平滑な表面を提供しながら以前
の方法の場合のように処理に起因する導電性表面の材料の過度の除去に関する危険性は全
く存在しない。このような除去は、半加法的加工の場合など、導電性表面が非常に薄い銅
層である場合に、特に重要であると考えられる。高性能の利用分野向けのプリント回路板
の製造において使用されるベース基板は、厚みがわずか１μｍでその上にフォトイメージ
ャブルレジストが積層され加工されて回路構成を形成する無電解銅ベース層を含んでいる
。本発明に係る銅の前処理は事実上このような薄い銅ベース層から銅を一切除去しないこ
とから、表面部域の一部分においてさえ銅が完全に除去される危険性は全く無い。本発明
に係る化合物を用いた銅の除去は、最大でも銅０．１～０．２μｍであることが明らかに
なっている。
【００２６】
　したがって、剥離層形成用化合物は、非エッチング性接着促進剤として作用する。低い
粗度にも関わらず優れた接着力は、導電性表面とポリマー被着物の間の接着力を媒介する
非エッチング性接着剤分子中に存在する或る種の特異的な構造的特徴に起因するものと仮
定されている。少なくとも１つのチオール部分を含む複素環式化合物においては、チオー
ル部分は前記表面に強く結合する上で有効であると考えられており、一方複素環系はポリ
マー被着物に対する強い結合において有効であると考えられている。
【００２７】
　剥離層形成用化合物は、導電性表面とメッキされた導電性回路構成の間に配置される剥
離層を形成するものと考えられている。補助基板の導電性表面および回路構成の表面の両
方を互いに機械的に分離させた後、これら両方の上に配置されているものとして、複素環
式化合物を検出することが可能である。このような理由から、補助基板は誘電性材料およ
び包埋された導電性パターンから機械的に容易に除去されるかもしれない。したがって、
回路キャリア層から補助基板を剥ぎ取るための強い力に打ち勝つ必要はなく、その結果、
回路キャリア層のゆがみや寸法上の無欠性を損なうことが回避される。こうしてさらに、
欧州特許第０５４５３２８Ｂ１号明細書、米国特許第４，６０６，７８７号明細書、およ
び米国特許出願公開第２００６／００１６５５３Ａ１号明細書に開示されている方法など
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における化学エッチング液の使用が回避される。したがって、本発明の方法は、コスト節
減となり、廃水を抑え、最終的に銅の節約となる。メッキされた導電性回路構成から補助
基板を機械的に剥ぎ取ることで、同様に回路キャリア層を生産するために補助基板を数回
再利用する機会も同様に提供される。
【００２８】
　上述の剥離層形成用化合物は、ポリマー被着物、より具体的にはその上に塗布されてい
るレジストコーティングの優れた接着力を達成するために補助基板の導電性表面特に銅表
面を準備する上で有効であることが判明した。
【００２９】
　本発明の目的のために、「アルキル」という用語は、本明細書中では、その骨格内に炭
素原子のみを有する飽和化合物の一群として定義され、これらの化合物はその考えられる
全ての異性体を含む。例えばＣ１－Ｃ６アルキルは、メチル、エチル、プロピル、イソプ
ロピル、ブチル、イソブチル、ｔｅｒｔ－ブチル、ペンチル、イソペンチル、ｔｅｒｔ－
ペンチル、ネオ－ペンチル、ヘキシル、２－メチルペンチル、３－メチルペンチル、２，
３－ジエチルブチルを意味し、Ｃ１－Ｃ４アルキルは、メチル、エチル、プロピル、イソ
プロピル、ブチル、イソブチル、ｔｅｒｔ－ブチルを意味する。これらの化合物は同様に
置換されていてもよく、ここで置換基は、炭素ならびにその他の原子を含んでいてよい骨
格を有する基を含んでもよい。
【００３０】
　本発明の目的のために、「オキシラン」という用語は、環内に１つの酸素原子および２
つの炭素原子を有する３員の環状ラジカルとして定義され、最も単純な例は、未置換オキ
シランであるエポキシド環である。
【００３１】
　本発明の目的のために、「チオール」または「メルカプタン」という用語は、－ＳＨ部
分またはその塩を意味する。
【００３２】
　本発明の目的のために、「回路キャリア」という用語は本明細書中では、さまざまな電
子コンポーネントとキャリア上に取り付けられた他のコンポーネント例えば抵抗器、コン
デンサ、トランジスタ、集積回路、変圧器、ＬＥＤ、スイッチ、エッジコネクタなどの間
の電気的相互接続をもたらすために使用されるデバイスとして定義される。回路キャリア
は、プリント回路板またはハイブリッド回路板またはマルチチップモジュールなどであっ
てよい。
【００３３】
　本発明の目的のために、「回路キャリア層」という用語は、本明細書中では、他の回路
キャリア層と共に回路キャリアを形成するデバイスとして定義される。回路キャリア層は
互いに積み重ねられ結合されて回路キャリアを形成する。各回路キャリア層は誘電体基板
およびその表面内に包埋された導体構造を含む。回路キャリア内で隣接して配置されてい
る２つの回路キャリア層の導体構造間の電気的接続は、２つの回路キャリア層の導体構造
間のスルービアにより実現され、ここで前記スルービアには、導電性材料、好ましくは銅
が充填される。
【００３４】
　本発明の目的のために、「非エッチング性非レジスト組成物」という用語中の「非レジ
スト」という用語は、本明細書中で、その組成物がフイルム形成組成物でないことすなわ
ち処理済銅の表面または銅合金表面上にフイルムを形成するためのポリマー結合剤などの
結合剤を含んでいないことを表わすものとして定義されている。したがって、例えば表面
の一部にはんだが付着するのを防ぐかまたは露出した銅のエッチングを防ぐかまたは例え
ば露出した銅の上の金属の被着を防ぐために使用されるレジスト層などの処理すべき表面
上にポリマー層を形成するポリマー中に接着促進剤は混合されない。
【００３５】
　剥離層形成用化合物は好ましくは、少なくとも２つの窒素原子を含有する複素環部分を
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含む。
【００３６】
　さらに一層好ましくは、少なくとも１つのチオール基を有する前記複素環式化合物の少
なくとも１つは、少なくとも２つの窒素原子を含む単環部分を有する複素環部分を含む。
【００３８】
　さらに一層好ましくは、少なくとも１つのチオール基を有する前記複素環式化合物の少
なくとも１つは、
【化１】

　という構造式ＩＡおよびＩＢを有する化合物を含む群から選択され、式中、Ｒ１および
Ｒ２は、Ｈ、ＳＲ４、ＯＲ４、ＮＲ５Ｒ６およびＣ１－Ｃ４アルキルを含む群から独立し
て選択されており；Ｒ３はＨまたはＣ１－Ｃ３アルキルであり；Ｒ４はＨ、Ｌｉ、Ｎａ、
ＫおよびＮＨ４を含む群から選択され；Ｒ５およびＲ６はＨ、ＣＨ３およびＣ２Ｈ５を含
む群から独立して選択されており；ただしここでＲ１およびＲ２は少なくとも一方がＳＲ
３であり、Ｒ３がＨ、Ｌｉ、Ｎａ、ＫおよびＮＨ４であることを条件とする。
【００３９】
　上記少なくとも１つのチオール基を有するトリアゾール化合物の少なくとも一つは、１
Ｈ－１，２，４－トリアゾール－３－チオール（１，２，４－トリアゾール－３－チオー
ル、３－メルカプトトリアゾール、CAS Ｎｏ．３１７９－３１－５）と、３－アミノ－１
，２，４－トリアゾール－５－チオール（３－アミノ－５－メルカプト－１，２，４－ト
リアゾール、CAS Ｎｏ．１６６９１－４３－３）とから選択される。これらが最も好まし
い剥離層形成用化合物である。
【００４０】
　剥離層形成用化合物は好ましくは、剥離層形成用組成物中に含まれており、組成物中の
その濃度は好ましくは少なくとも１ｍｇ／ｌ、より好ましくは少なくとも約２ｍｇ／ｌ、
さらに一層好ましくは少なくとも約５ｍｇ／ｌそして最も好ましくは少なくとも約１０ｍ
ｇ／ｌであり、それは例えば約１０または約１５または約２０または約３０ｍｇ／ｌであ
ってよい。剥離層形成用組成物中の剥離層形成用化合物の濃度は、多くとも約１０００ｍ
ｇ／ｌ、より好ましくは多くとも約５００ｍｇ／ｌ、さらにより好ましくは多くとも約２
００ｍｇ／ｌ、さらに一層好ましくは多くとも約１００ｍｇ／ｌそして最も好ましくは多
くとも約５０ｍｇ／ｌである。剥離層形成用組成物中で２つ以上の剥離層形成用化合物が
使用される場合、上述の濃度値は、組成物中に含まれる接着剤の全ての濃度の合計を定義
づけするように意図されている。
【００４１】
　補助基板の導電性表面、例えば金属表面、より好ましくは銅表面が剥離層形成用化合物
を含む剥離層形成用組成物の影響を事実上受けないようにするために、この組成物は、例
えば導電性表面を形成する材料、例えば銅または銅合金の酸化剤を含まない。したがって
、この組成物はこの材料をエッチングしない。したがって、導電性表面を形成するのが銅
である場合は、組成物は、過酸化水素、あらゆるペルオキソジサルフェートの塩、あらゆ
るモノオキソペルサルフェートの塩、および他のあらゆる過酸化物例えば過ホウ酸または
過ギ酸を含まない。
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【００４２】
　剥離層形成用化合物は、好ましくは溶媒、好ましくは水性溶媒中に溶解されている状態
で使用されてよく、こうして剥離層形成用組成物を形成する。剥離層形成用組成物は任意
にはさらに少なくとも１つの鉱酸または少なくとも１つの有機酸を含む。一般に、これら
の酸は組成物を酸性にし、こうしてそのｐＨは本明細書中で上述した範囲内に到達する。
より好ましくは、鉱酸は、硫酸およびリン酸を含む群から選択される。最も好ましくは、
それは硫酸である。硫酸の濃度は、組成物１ｌ中の濃硫酸が好ましくは少なくとも約５ｍ
ｌ、より好ましくは少なくとも約５０ｍｌ、さらに一層好ましくは少なくとも約７５ｍｌ
そして最も好ましくは少なくとも約１００ｍｌであり、好ましくは組成物１ｌ中の濃硫酸
が多くとも約３００ｍｌ、より好ましくは多くとも約２５０ｍｌ、さらに一層好ましくは
多くとも約２００ｍｌそして最も好ましくは多くとも約１５０ｍｌである。好ましい剥離
層形成用組成物は、約３０ｍｇ／ｌの剥離層形成用化合物と約５０ｍｌ／ｌの濃硫酸を含
む。
【００４３】
　上述の剥離層形成用化合物は銅メッキプロセスを阻害せず、同様に、方法ステップｄ）
で使用される金属メッキ浴を汚染する危険性もない。選択された化合物は、例えば銅表面
である補助基板の処理済み導電性表面とこの表面上にメッキされて導電性パターンを形成
する銅との間に剥離フイルムを形成する剥離層形成用化合物として作用すると同時に、例
えば銅表面である補助基板の導電性表面とレジストコーティングとの間の非エッチング性
接着促進剤として作用する。
【００４４】
　少なくとも１つのチオール部分を含む複素環式化合物で処理すべき導電性表面は、好ま
しくは最初に鉱酸水溶液と接触させて、前記表面からあらゆる汚れを除去してから、導電
性表面に影響を及ぼす剥離層形成用化合物で処理する。この鉱酸は、硫酸であってよい。
硫酸水溶液の濃度は、例えばこの溶液１ｌ中に濃硫酸約１０ｍｌ～約１５０ｍｌ、より好
ましくは約２０ｍｌ～約１００ｍｌであってよく、最も好ましくは濃硫酸約５０ｍｌであ
る。
【００４５】
　補助基板は剛性または可撓性であってよい。より好ましくは、補助基板は可撓性基板で
ある。基板が剛性である場合には、それはステンレス鋼板であってよい。ステンレス鋼板
の上には銅フイルムが適用されてよい。補助基板が可撓性である場合、それは誘電体、例
えば少なくともその片面に導電性表面を有するプラスチックの箔であってよい。誘電体は
例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）であってよい。それは同様に銅箔であって
もよい。
【００４６】
　より好ましくは、補助基板の各々の導電性表面は金属表面、さらに一層好ましくは銅表
面であってよい。さらに一層好ましくは、補助基板は、その片面または両面に銅箔を含ん
でいてよい。
【００４７】
　レジストコーティングはフォトレジストフイルム、より好ましくはドライフイルム、代
替的には液体フイルムであってよい。ドライフイルムは、DuPontまたはHitachiにより提
供されるような、カバーまたはサポートシート、フォトイメージャブル層、および保護層
から成る一般的なイメージャブルフォトレジストである。液体フォトレジストは、保護層
無しで例えばローラーコーティング、カーテンコーティングなどにより銅層上に直接塗布
される（例えばHutsman、Rohm ＆ Haas、Atotech）。レジストコーティングは好ましくは
、まず最初に補助基板の導電性表面に対してレジストコーティングを被着させ（ここでこ
の導電性表面は剥離層形成用化合物で既に処理されている）、その後、導電性表面に被着
されているフォトレジストコーティングを化学光で露光し、最後に露光されたフォトレジ
ストコーティングを現像することによってパターン化される。
【００４８】
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　本発明の好ましい実施形態において、パターン化レジストコーティングは方法ステップ
ｄ）の後および方法ステップｅ）の前に、導電性表面から除去される。次に、パターン化
レジストコーティングの少なくとも１つの開口部内に形成される導電性パターンのみが導
電性表面上に残されそこから突出する。
【００４９】
　誘電性材料内に導電性パターンを包埋させるステップには、好ましくは高温プレス積層
、すなわち誘電性材料に熱を加えながら導電性パターンを含む導電性表面に対して積層す
ることによって誘電性材料を被着させるステップを含むプロセスが含まれる。このような
方法は、誘電性材料内にいかなる空隙もなく導電性パターンを精密に包埋することを可能
にする。
【００５０】
　最後に、それぞれの包埋された導電性パターンを伴う各々の誘電性材料と補助基板を互
いに分離するステップには、上に形成された回路キャリア層から導電性表面と共に補助基
板を機械的に引き離すステップが含まれる。引き離しステップには、約９０°の剥ぎ取り
が含まれていてよい。
【００５１】
　回路キャリア層は、このような２つの回路キャリア層の間の接着を増強するためにさら
に加工されてよく、および／または、回路キャリアを形成するために２つの回路キャリア
層の間に追加の誘電体層を間在させてもよい。このようなさらなる加工としては、銅粗化
またはここでもまた以上で例として記述した非エッチング性接着促進剤での処理が含まれ
ていてよい。
【００５２】
　回路キャリア層は、これらの層のスタックに熱を加えながら合わせて積層することによ
って一緒に結合される。回路キャリア層は、従来の方法を用いて共に結合されてよい。１
つの好ましい方法は、BondFilm（登録商標）（本出願人たるAtotech Deutshland GmbH（
ドイツ））方法である。この方法は、過酸化水素、少なくとも１つの酸例えば硫酸、複素
環内に硫黄、セレンまたはテルル原子を一切含まない少なくとも１つの窒素含有５員複素
環式化合物、例えばトリアゾール、テトラゾール、イミダゾール、ピラゾールまたはプリ
ン、そして少なくとも１つの結合用化合物例えばスルフィン酸、セレン酸、テルル酸、複
素環内に少なくとも１つの硫黄、セレンおよび／またはテルル原子を含む複素環式化合物
、ならびにスルホニウム、セレノニウムおよびテルロニウム塩を含む溶液で回路キャリア
層の銅表面を処理するステップと、熱および圧力を加えることにより、このように処理さ
れた銅表面を含む回路キャリア層とこれらの層間に置かれたプレプレグとを一緒に結合す
るステップとを含む。この方法は、その開示が参照により本明細書に援用されている欧州
特許第１０５１８８８Ｂ１号明細書中に詳述されている。
【００５３】
　別の方法（本出願人たるAtotech Deutshland GmbH（ドイツ）製の「Secure ＨＦｚ」）
においては、回路キャリア層の銅表面上にスズ層が形成され、このスズ層は酸化スズまた
は水酸化スズに転換され、その後シラン結合用混合物が酸化または水酸化スズの表面に適
用され、その間にその上に接着性オルガノシランコーテインが形成し、ここでシラン結合
用混合物はウレイドシランおよびジシリル架橋剤を含む。このように処理された銅表面を
含む回路キャリア層およびこれらの層の間に置かれたプレプレグは最終的に、熱と圧力を
加えることによって一緒に結合される。この方法については、開示が参照により本明細書
に援用されている欧州特許出願公開第０４３１５０１Ａ２号明細書中に詳述されている。
【００５４】
　２つの回路キャリア層がひとたび一緒に結合されて一体形２層デバイスが形成されたな
らば、２層のうちの一方の導電性パターンをもう一方の層の導電性パターンと電気的に接
続するためにスルービアを形成させてよい。このようなビア形成は、好ましくはレーザー
ドリル加工を用いて実施されてよい。
【００５５】
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　このような２層デバイス（あるいは個別のキャリア層）の一対をさらに一緒に結合させ
て複数の層を有する回路キャリアを形成してよい。スタックを部分的にまたは全面的に貫
通するスルーホールと同様に、追加の導電性パターンをこの回路キャリアの外側面上に形
成してよい。
【００５６】
　本明細書中で記述されている通り、方法ステップｂ）で剥離層形成用化合物を用いて導
電性表面を処理するため、方法ステップｃ）でレジストコーティングを形成するため、そ
して方法ステップｄ）で金属を電着するために実施される方法ステップは、従来の浸漬タ
ンク技術（垂直加工）またはコンベヤ式機械（水平加工）において実施されてよい。
【００５７】
　本発明を説明するために、以下で一実施例が示される。この実施例は本発明の範囲を限
定するものではなく、むしろ本発明の具体的な一実施形態である。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】回路キャリア層を生産するための本発明に係るプロセスシーケンスを概略的に示
す。
【図２】剥離層形成用化合物の代りに５－カルボキシベンゾトリアゾールが使用されるこ
とを条件とした、本発明の方法ステップを使用する方法が実施された後の、誘電性材料の
光学顕微鏡写真（透過光）（左）および図形的再現（右）を示す（比較例）。
【図３】本発明の方法が実施された後の誘電性材料の光学顕微鏡写真（透過光）を示す。
剥離層形成用化合物としては１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－３－チオールが使用され
た。
【発明を実施するための形態】
【００５９】
　方法ステップａ）では、両面を有する補助基板１が提供される。この基板はベースシー
ト２、例えば誘導体箔および銅箔３をその片面に含む。誘電体箔はＰＥＴ箔であってよい
。
【００６０】
　その後、方法ステップｂ）では、補助基板１が剥離層形成用化合物で処理される。この
処理は、剥離層４を形成すると考えられている。このような層の存在は、ここでは、銅箔
３の表面特性の変化を示す目的でのみ前提とされる。このような特性の変化は、次のよう
な効果をもたらす。すなわち、剥離層形成用化合物は、銅箔上に形成された後続する銅導
体パターンの前記銅箔からの剥離を促進するための剥離手段として作用し、それは同様に
、銅箔にしっかりと接着する後続して被着されたレジストコーティングをも有する。
【００６１】
　剥離層形成用化合物は、少なくとも１つのチオール基を有する複素環式化合物である。
最も好ましい化合物は、水中または任意には酸性水溶液中に溶解された１Ｈ－１，２，４
－トリアゾール－３－チオールまたは３－アミノ－１，２，４－トリアゾール－５－チオ
ールである。これを実施するためには、最初に硫酸希釈水溶液を用いて補助基板１を清浄
し、その後剥離層形成用化合物を含む溶液で処理する。
【００６２】
　剥離層形成用化合物で処理中の補助基板１を洗い流し乾燥させた後、剥離層形成用化合
物で処理された補助基板の銅箔３の表面上に方法ステップｃ）でパターン化レジストコー
ティング５を形成することによって、さらに補助基板を処理する。パターン化レジストコ
ーティングは少なくとも１つのレジスト開口部６を有し、これにより銅表面を露出させて
いる。パターン化レジストコーティングは、最初に銅箔上にフォトレジスト層を被着させ
、次に前記レジスト層を、使用されているフォトレジストのタイプに応じてポジまたはネ
ガのいずれかの画像として導電性パターンの画像を形成する化学線に曝露し、最後に、曝
露されたフォトレジスト層を現像することによって形成される。このようなプロセスは当
該技術分野において公知である。レジストは、ドライフィルムレジストまたは液体レジス
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トであってよい。液体レジストの場合には、レジストは電気泳動レジストであってよい。
すなわち、この液体レジストは、中に電気泳動粒子を分散させた溶液を用いて銅箔と対極
の間に電圧を印加しながら、銅表面に被着させられる。レジストコーティングは好ましく
は、超微細ライン幾何形状を生成するのに適したあらゆる従来のフォトレジストであって
よいドライフィルムレジストである。
【００６３】
　その後、方法ステップｄ）において、複数の銅導体構造８を含む銅パターン７が形成さ
れる。銅パターンは、銅箔３の露出表面上に金属を電着することにより、レジスト開口部
６の中に形成される。これを達成するためには、レジストでコーティングされた補助基板
１を最初に、希硫酸水溶液中での処理によって清浄する。その後、レジスト開口部内に、
超微細ライン銅被着物を被着させるのに適した酸性銅メッキ電解質を用いて、基板に対し
てパターンメッキを施す。
【００６４】
　パターン化レジストコーティング５および銅導体パターン７が具備された補助基板１を
すすぎ、乾燥させた後、方法ステップｄ－１）において、銅箔３の表面からこれをストリ
ッピングすることによってレジストコーティング５を除去する。このような除去は、アル
カリ性水溶液などの従来のストリッピング組成物を用いて実施される。
【００６５】
　その後、方法ステップｅ）において、銅パターン７が具備されている補助基板１をすす
ぎ、乾燥させた後、高温プレス積層により、銅導体パターン７が配置されている補助基板
１の面に誘電性材料９を被着させ、こうして、内部に空隙が一切作り出されることなく誘
電性材料内に銅パターンが完全に包埋されるようにする。誘電性材料は、可能な場合には
ガラス繊維などの強化材料が充填されたエポキシ樹脂であってよい。
【００６６】
　方法ステップｅ）を完了した後に引き続き方法ステップｆ）にしたがって、このように
形成されたデバイスをさらに加工する。銅箔上に形成されたあらゆる剥離層４と同様にそ
の片面にベースシート２と銅箔３を含む補助基板１を、この補助基板上に形成された回路
キャリア層上から機械的に剥ぎ取ることによって除去し、結果として回路キャリア層１０
がもたらされる。
【００６７】
　補助基板１を再利用して、上述の方法シーケンスにしたがって別の回路キャリア層１０
を生産してもよい。
【実施例】
【００６８】
　ここで、以下の非限定的実施例を参照して、本発明を説明する。全ての実験について、
補助基板１として、片面に厚み１７μｍの銅層３を有するポリイミドシートが使用された
。
【００６９】
　標準的技術を用いて、ドライフイルムフォトレジスト（Hitachi ＲＹ ３３２５ＳＧ）
を加工した。酸性銅電解質（Cupracid（登録商標）ＴＬＣ、本出願人たるAtotech Deutsc
hland GmbHの製品）から１．５Ａ／ｄｍ２で平均層厚１８μｍで銅導体パターン７を電気
メッキした。実験全体を通して使用した回路レイアウトには、幅３０μｍのトレンチを含
むさまざまな寸法のトレンチが含まれる。Isola１０４ＭＬシートを誘電性材料９として
使用した。真空支持体を伴う油圧プレス内でＴ＝１８０℃、ｔ＝７０分、ｐ＝１５バール
で、Ｉｓｏｌａが提供した技術的説明にしたがって積層を行なった。最後に、銅導体パタ
ーン７を担持する誘電性材料９から補助基板１を剥ぎ取った。その後誘電性材料９を透過
光を用いて光学顕微鏡により検査して、銅導体パターン７を検査した。
【００７０】
実施例１（比較例）：
　５０ｍｌ／ｌの９６ｗｔ％硫酸、３０ｍｇ／ｌの５－カルボキシベンゾトリアゾールお
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よび水で構成された組成物中に３５℃で６０秒間補助基板１を浸漬させ、ドライフイルム
フォトレジストの適用に先立ち乾燥させた。５－カルボキシベンゾトリアゾールのコーテ
ィングを剥離層４として使用した。
【００７１】
　構造化された面（包埋された回路構造を有するはずの面）の光学顕微鏡写真が図２に示
されている。トレンチには銅導体パターン７が充填されていなかった。すなわち５－カル
ボキシベンジトリアゾールは剥離層４形成用化合物として役立たなかった。銅導体パター
ンは、補助基板が誘電体から剥ぎ取られた時、補助基板１の銅層３にしっかりと粘着して
おり、したがって補助基板に転移された。その結果、図２の写真中に示された光構造は、
誘電体中に銅が全く含まれていなかったことを表わしている。
【００７２】
実施例２（本発明の実施例）
　ドライフイルムフォトレジストの適用に先立ち、３０ｍｇ／ｌの１Ｈ－１，２，４－ト
リアゾール－３－チオールおよび水から成る組成物中に３５℃で６０秒間、補助基板１を
浸漬させた。
【００７３】
　構造化された面の光学顕微鏡写真が図３に示されている。トレンチには銅導体パターン
７が充填されていた。すなわち１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－３－チオール水溶液は
剥離層４形成用化合物として役立った。この写真に示された暗構造（dark structure）は
、銅が構造を形成したこと、そして銅が補助基板の銅箔に粘着せず、回路構成を含む補助
基板が誘電体から剥ぎ取られた時誘電体中にとどまっていたことを表わしている。
【００７４】
実施例３（本発明の実施例）
　ドライフイルムフォトレジストの適用に先立ち、３０ｍｇ／ｌの１Ｈ－１，２，４－ト
リアゾール－３－チオール、５０ｍｌ／ｌの硫酸（９６ｗｔ－％）および水から成る組成
物中に３５℃で６０秒間、補助基板１を浸漬させた。
【００７５】
　回路構成８を補助基板１から剥ぎ取った後、トレンチは銅導体パターン７で完全に充填
されていた。
【００７６】
実施例４（比較例）：
　実施例１を反復しながら、５－カルボキシベンゾトリアゾールの代りに３アミノ－１Ｈ
－１，２，４－トリアゾールを用いた。しかしながら、ドライフイルムフォトレジストが
補助基板１の銅箔に対し充分な接着を示さないことが分った。さらに、カルボキシベンゾ
トリアゾールの場合と同様、銅導体パターンは、補助基板が誘電体から剥ぎ取られた時に
補助基板１の銅層３にしっかり粘着していた。したがって、トレンチには銅導体パターン
７が充填されていなかった。すなわち３アミノ－１Ｈ－１，２，４－トリアゾールは、剥
離層４形成用化合物として役立たなかった。
【００７７】
実施例５（比較例）：
　実施例１を反復しながら、５－カルボキシベンゾトリアゾールの代りに１，２，３－ベ
ンゾトリアゾールを用いた。しかしながら、カルボキシベンゾトリアゾールの場合と同様
、銅導体パターンは、補助基板が誘電体から剥ぎ取られた時に補助基板１の銅層３にしっ
かり粘着していたことが分った。したがって、トレンチには銅導体パターン７が充填され
ていなかった。すなわち１，２，３－ベンゾトリアゾールは、剥離層４形成用化合物とし
て役立たなかった。
【００７８】
実施例６（比較例）：
　実施例１を反復しながら、５－カルボキシベンゾトリアゾールの代りに２－メルカプト
ベンゾチアゾールを用いた。しかしながら、ドライフイルムフォトレジストが補助基板１
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の銅箔に対し充分な接着を示さないことが分った。さらに、カルボキシベンゾトリアゾー
ルの場合と同様、銅導体パターンは、補助基板が誘電体から剥ぎ取られた時に補助基板１
の銅層３にしっかり粘着していた。したがって、トレンチには銅導体パターン７が充填さ
れていなかった。すなわち２－メルカプトベンゾチアゾールは、剥離層４形成用化合物と
して役立たなかった。

【図１】 【図２】
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【図３】
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